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◇路線価公開で

不明職固定資産税評価方法が表面化

Q:今年の路線価が公表されましたが、相

続税評価額よりも固定資産税評価額の方が高

い地域があるようですが… ●

⑥

A:相続税路線価＝公示価格の80%、固

定資産税評価額＝公示価格の70％という同

じ基準を目安に評価が設定されているはずな

ので、ご質問のようなことは理論上あり得な

いのですが、それが一部の地域で起こってい

るのです。

6年に固定資産税の評価替えが行われ、公

示価格に対し7割水準まで引き上げられたた

め、今回の路線価公表で倍率地域ではその倍

率は計算上1．0倍～1．2倍程度になって

いなければなりません。固定資産税評価額が

相続税評価額を上回る0点台の数値は考えら

理ョ

れないのですが、0点台の地域が続出してい

ます。

一例として、千葉県の長浜町の市街化調整

区域は1．1倍といった標準的な倍率ですが、

長浜沼町では長浜沼団地が0．8、 国道16号

線沿いでは0．6倍となっています。つまり

固定資産税評価額が1，000万円であれば

相続税評価額は600万円ということになり

ます。

固定資産税は、課税台帳が限定期間でしか

縦覧できず、自分の所有資産のみの縦覧で近

傍の土地と比較することが出来ないといった

問題点がありますが、路線価の公表により、

固定資産税の評価額つまりは評価方法に問題

があることが表面化されたといえるでしょう ⑥
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